
  

福井医療大学教務会議規程 

 

（目的） 

第１条 福井医療大学（以下「本学」という。）の教務に関する事項の協議、連絡、調整を

行うために、教務会議（以下「会議」という。）を置く。 

 

（組織） 

第２条 会議は、次の各号に掲げる委員で組織する。 

 (1) 学部長 

 (2) 各学科長 

 (3) リハビリテーション学科 教員 3名 

 (4) 看護学科 教員 1名 

 (5) 教職課程 教員 1名 

 (6) 事務員  

 (7) 学長が指名した教職員 

 

（任期） 

第３条 委員の任期は 2年とし、再任を妨げない。 

２ 会議は学部長がこれを招集し、その議長となる。 

 

（会議） 

第４条 会議は、原則として、月１回開催する。なお、必要に応じ臨時開催をすることが

できる。 

２ 会議は委員長がこれを招集し、その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名を受けたものがその職務を代

行する。 

４ 会議の開催は、委員の3分の2以上の出席を以て成立するものとする。 

 

（協議事項） 

第５条 会議の協議事項は、次の各号のとおりとする。 

    (1) 教育課程の編成及び授業に関すること 

     ア カリキュラム編成の方針 

     イ 学年暦の編成 

     ウ 授業時間割の編成 

     エ 臨地、臨床、養護実習 

     オ 法令遵守の点検・報告 

    (2) 単位履修及び課程の修了に関すること 



  

    (3) 編入学、転入学に関すること 

    (4) 非常勤講師の選任 

    (5) その他全学科共通の教務に関すること 

 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、事務課が担当し、連絡、議事録作成等を行う。 

 

（報告） 

第７条 委員会の活動については、教授会に議事録を添えて報告する。 

 

（規程の改廃） 

第８条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、運営会議の承認を得なければならない。 

 

附 則 

附則 1 この規定は、平成 29年 4月 1日から施行する。 


